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固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

算
出
基
礎
と
な
る
土
地
・
家
屋
の

評
価
額
は
、
３
年
に
１
度
評
価
替

え
を
行
っ
て
い
ま
す
。　

年
度
の

２６

評
価
額
は
、
評
価
替
え
が
行
わ
れ

た　
年
度
の
評
価
額
を
据
え
置
く

２４
こ
と
が
原
則
で
す
。
し
か
し
、
土

地
に
つ
い
て
は
地
価
の
下
落
に
よ

り
据
え
置
く
こ
と
が
適
当
で
な
い

場
合
は
下
落
修
正
を
行
い
ま
す
。

固
定
資
産
税
と
は

　
毎
年
１
月
１
日
現
在
、
土
地
・

家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
す
る
方

が
、
そ
の
資
産
価
値
に
応
じ
て
納

め
る
税
で
す
。

都
市
計
画
税
と
は

　
毎
年
１
月
１
日
現
在
、
土
地
・

家
屋
を
所
有
す
る
方
が
、
そ
の
資

産
価
値
に
応
じ
て
納
め
る
税
で
、

都
市
整
備
な
ど
の
費
用
に
充
て
ら

れ
る
目
的
税
で
す
。

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

×

税
額
は
、「
課
税
標
準
額 
税
率

（
固
定
資
産
税
は
１
・
４
％
、
都

市
計
画
税
は
０・　
％
）」
に
よ
っ

２７

て
算
出
さ
れ
ま
す
。

　
課
税
標
準
額
と
は
、
税
額
を
算

出
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
基
礎

と
な
る
額
で
す
。
原
則
と
し
て
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ

た
価
格
が
課
税
標
準
額
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
法
律
に
基
づ
く
課

税
標
準
の
特
例
措
置
が
適
用
さ
れ

る
場
合
や
、
土
地
に
つ
い
て
税
負

担
の
調
整
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場

合
は
、
課
税
標
準
額
は
価
格
よ
り

も
低
く
な
り
ま
す
。

土
地
の
税
負
担
の 

基
本
的
な
考
え
方

　
　
年
度
に
お
い
て
も
税
負
担
の

２６
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
負
担
水
準

が
低
い
宅
地
な
ど
に
つ
い
て
は
、

そ
の
均
衡
化
を
促
す
措
置
（
負
担

調
整
）
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。
負
担
水
準
と
は
、
個
々

の
土
地
の
前
年
度
の
課
税
標
準
額

が
今
年
度
の
評
価
額
に
対
し
て
ど

の
程
度
ま
で
達
し
て
い
る
か
を
示

す
も
の
で
す
。

知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　
※
申
告
な
ど
で
証
明
が
必
要
な

場
合
は
、「
納
付
額
証
明
書
」を
発

行
し
ま
す
の
で
、
同
係
へ
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

注

意

事

項

　
◎
納
期
を
過
ぎ
る
と
口
座
振
替

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
口
座
の
残

高
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
◎
振
替
口
座
を
登
録
し
た
後
に
、

固
定
資
産
の
相
続
、
売
買
な
ど
に

よ
る
所
有
権
移
転
登
記
で
、
納
税

義
務
者
を
変
更
し
た
場
合
は
、
新

た
に
口
座
振
替
の
手
続
き
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
共
有

納
税
義
務
者
（
２
人
以
上
の
共
有

名
義
で
固
定
資
産
を
所
有
す
る
納

税
義
務
者
）
に
つ
い
て
も
、
共
有

員
（
共
有
の
代
表
者
を
含
む
）
の

う
ち
１
人
で
も
納
税
義
務
者
を
変

更
し
た
場
合
は
、
同
様
に
口
座
振

替
の
手
続
き
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
な
お
、
共
有
員
は
変
更
せ

ず
共
有
持
分
の
み
変
更
し
た
場
合

は
、
口
座
振
替
の
登
録
が
継
続
さ

れ
ま
す
の
で
、
新
た
に
手
続
き
す

　
夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
民
税
・
都
民

税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
市
税
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕

事
な
ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な

方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来
庁

の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
※
介
護
保
険
料
、
保
育
園
保
育

料
、
学
童
保
育
料
は
納
付
書
を
持

参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領
収
し
ま

す
。
　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
４
月　
日
（
木
）
の
午

２４

後
８
時
ま
で

休
日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
４
月　
日
（
土
）・　

２６

２７

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

〜
午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間・休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

　
具
体
的
な
内
容
は
表
１
の
通
り

で
す
が
、　

年
度
の
税
負
担
は
次

２６

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（
１
）税
額
が
下
が
る
場
合

　
負
担
水
準
が
１
０
０
％
を
超
え

る
住
宅
用
地
・
特
定
市
街
化
区
域

農
地
は　
年
度
の
本
則
課
税
標
準

２６

額
ま
で
、
負
担
水
準
が　
％
を
超

７０

え
る
商
業
地
等
は
「　
年
度
評
価

２６

×額 
　
％
」
の
額
ま
で
課
税
標
準

７０

額
が
下
が
る
た
め
、
税
額
も
下
が

り
ま
す
。

（
２
）税
額
が
変
わ
ら
な
い
場
合

　
負
担
水
準
が
１
０
０
％
の
住
宅

用
地
・
特
定
市
街
化
区
域
農
地
や
、

負
担
水
準
が　
％
以
上　
％
以
下

６０

７０

の
商
業
地
等
は
課
税
標
準
額
が
据

え
置
か
れ
る
た
め
、
税
額
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。

（
３
）税
額
が
上
が
る
場
合

　
負
担
水
準
が
１
０
０
％
未
満
の

住
宅
用
地
・
特
定
市
街
化
区
域
農

地
、
負
担
水
準
が　
％
未
満
の
商

６０

業
地
等
は
、
表
１
の
該
当
欄
に
沿

っ
て
課
税
標
準
額
が
上
が
る
た
め
、

税
額
も
上
が
り
ま
す
。

◎
据
え
置
き
措
置
の
廃
止
に
つ
い
て

　
　
年
度
の
税
制
改
正
に
伴
う
経

２４
過
措
置
に
よ
り
、　

・　

年
度
に

２４

２５

つ
い
て
は
負
担
水
準
が
「　
％
以

９０

上
１
０
０
％
未
満
」の
住
宅
用
地・

特
定
市
街
化
区
域
農
地
は
前
年
度

の
課
税
標
準
額
を
据
え
置
く
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、　

年
度

２６

か
ら
、
こ
の
措
置
が
な
く
な
り
ま

し
た（「
住
宅
用
地
の
課
税
標
準
額

計
算
例
」
参
照
）。

家
屋
の
税
負
担
の 

基
本
的
な
考
え
方

　
家
屋
に
つ
い
て
は
、　

年
度
の

２４

評
価
額
を
据
え
置
き
ま
す
。
次
の

期
間
に
新
築
さ
れ
、
新
築
軽
減
が

適
用
さ
れ
て
い
た
家
屋
は
、　

年
２５

度
で
軽
減
の
適
用
が
終
了
と
な
り
、

本
来
の
税
額
に
戻
り
ま
す
。

　
【
対
象
家
屋
】①　
年
１
月
２
日

２２

～　
年
１
月
１
日
に
建
築
さ
れ
た

２３

（
市
役
所
１
階
）、
課
税
課・納
税

課
（
同
２
階
）
な
ど
で
配
布
し
て

い
る
「
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
納
期
が
到

来
す
る
月
の
前
月
末
ま
で
に
、
納

税
課
宛
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

市
が
手
続
き
を
代
行
し
ま
す
。

　
市
外
の
金
融
機
関
を
ご
利
用
の

方
や
多
忙
の
た
め
来
庁
す
る
時
間

が
な
い
場
合
な
ど
は
、
書
類
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、
同
課
管
理
係
☎

４
７
０
・
７
７
２
９
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

　
※
今
年
度
の
申
し
込
み
は
、
１

期
分
か
ら
の
口
座
振
替
を
開
始
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
同
係
へ
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

振
り
替
え
済
み
の
確
認

　
口
座
振
替
後
の
「
振
替
済
通
知

書
」
は
送
付
し
ま
せ
ん
。
預
金
通

帳
を
記
帳
し
、
振
り
替
え
済
み
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

は
、
口
座
振
替
し
た
方
に
一
括
し

て
６
月
中
旬
に
「
口
座
振
替
済
通

　
市
で
は
、
４
月
１
日
付
で
部

課
長
お
よ
び
係
長
・
係
員
の
異

動
を
行
い
ま
し
た
。
部
課
長
級

の
異
動
は
次
の
通
り
で
す
（
カ

ッ
コ
内
は
前
職
）。

　
【
部
長
級
】
都
市
建
設
部
長

（
都
市
建
設
部
長
兼
施
設
管
理

課
施
設
建
設
担
当
課
長
事
務
取

扱
）
古
澤
毅
彦

　
【
課
長
級
】企
画
経
営
室
総
務

課
主
幹
（
市
民
部
生
活
文
化
課

長
）　

保
木
本
健
一
▽
企
画
経

営
室
職
員
課
長
（
財
務
部
財
政

課
長
）　

下
川
尚
孝
▽
財
務
部

財
政
課
長（
財
務
部
課
税
課
長
）

　
内
野
寛
香
▽
財
務
部
課
税
課

長
（
環
境
部
ご
み
対
策
課
長
）

　
佐
川
公
行
▽
市
民
部
生
活
文

化
課
長（
企
画
経
営
室
職
員
課
長
）

　
菅
原
信
▽
市
民
部
市
民
課
長

（
福
祉
保
健
部
福
祉
総
務
課
長
補

佐
兼
保
護
係
長
）　

島
崎
律
照
▽

市
民
部
防
災
防
犯
課
長
（
教
育
部

生
涯
学
習
課
長
）　

山
下
一
美
▽

環
境
部
ご
み
対
策
課
長
（
環
境
部

ご
み
対
策
課
長
補
佐
兼
管
理
係

長
）　

中
谷
義
昭
▽
子
ど
も
家
庭

部
主
幹
（
環
境
部
環
境
政
策
課
長

補
佐
兼
主
査
）　

功
刀
隆
▽
都
市

建
設
部
都
市
計
画
課
都
市
政
策
担

当
課
長
兼
街
路
交

通
計
画
係
長
事
務

取
扱
（
都
市
建
設

部
施
設
管
理
課
長

兼
主
査
事
務
取

扱
）　

遠
藤
毅
彦

▽
都
市
建
設
部
施
設
管
理
課
長

兼
主
査
事
務
取
扱
（
都
市
建
設

部
施
設
管
理
課
長
補
佐
兼
主

査
）　

小
林
徹
雄
▽
都
市
建
設

部
施
設
管
理
課
施
設
建
設
担
当

課
長
兼
土
木
工
事
係
長
事
務
取

扱
（
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

都
市
政
策
担
当
課
長
兼
街
路
交

通
計
画
係
長
事
務
取
扱
）　

池

上
浩
一
▽
教
育
部
学
務
課
長

（
教
育
部
生
涯
学
習
課
主
幹
）

　
傳
智
則
▽
教
育
部
指
導
室
主

幹
・
統
括
指
導
主
事　
井
尻
郁

夫
▽
教
育
部
生
涯
学
習
課
長

（
市
民
部
産
業
振
興
課
長
補
佐

兼
労
政
商
工
係
長
）　

市
澤
信

明
▽
会
計
課
長（
会
計
管
理
者
）

兼
出
納
係
長
事
務
取
扱
（
会
計

課
長〈
会
計
管
理
者
〉）　

荒
島

久
人
　
詳
し
く
は
職
員
課
☎
４
７

０
・
７
７
１
６
へ
。

も
の
＝
一
般
住
宅
（
次
の
②
以
外

の
家
屋
）
②　
年
１
月
２
日
～　

２０

２１

年
１
月
１
日
に
建
築
さ
れ
た
も
の

＝
３
階
建
て
以
上
の
中
高
層
耐
火

住
宅
な
ど

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税 

納

税

通

知

書

を 

発

送

し

ま

す

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
を
５
月
１
日
（
木
）

に
発
送
し
ま
す
。
第
１
期
の
納
期

限
は
６
月
２
日
（
月
）
で
す
。

　
※
課
税
明
細
書
と
納
税
通
知
書

を
１
冊
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
ま

た
、
共
有
物
件
の
納
税
通
知
書
は
、

代
表
者
以
外
の
共
有
者
に
も
送
付

し
て
い
ま
す
。
支
払
い
用
の
納
付

書
は
従
来
通
り
代
表
者
の
み
に
送

付
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
２
６
、
家
屋

資
産
税
係
☎
４
７
０
・
７
７
２
７

へ
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

　
◎
国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯

主
に
課
税
さ
れ
て
い
る
た
め
、
世

帯
員
の
加
入
状
況
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
で
も
、
世
帯
主
が
変
わ
ら

な
い
限
り
口
座
振
替
は
継
続
さ
れ

ま
す
　
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
９
へ
。

※１　本則課税標準額とは、今年度評価額に住宅用地等特例率（表２参照）を乗じた額です。
※２　課税標準額とは、税額を算出するに当たり、その基礎となる額（税率を掛ける直前の額）です。

表１　商業地等と住宅用地・特定市街化区域農地の負担調整措置と課税標準額の求め方
住宅用地・特定市街化区域農地商業地等（非住宅用地・雑種地など）

負担水準（％）＝ ×１００
前年度課税標準額
本則課税標準額（※１）

負担水準（％）＝ ×１００
前年度課税標準額
今年度評価額

課税標準額負担水準課税標準額（※２）負担水準
本則課税標準額（※１）１００％以上今年度評価額×７０％７０％を超える

原則、「前年度課税標準額
＋本則課税標準額×５％」
です。ただし、上記で算出
した額が本則課税標準額
を上回る場合は「本則課税
標準額」、本則課税標準額
の２０％を下回る場合は「本
則課税標準額×２０％」を課
税標準額とします。

１００％未満

前年度課税標準額を据え置く６０％以上７０％以下
原則、「前年度課税標準額＋
今年度評価額×５％」です。
ただし、上記で算出した額が
今年度評価額の６０％を上回
る場合は「今年度評価額
×６０％」、２０％を下回る場合
は「今年度評価額×２０％」を
課税標準額とします。

６０％未満

※小規模住宅用地とは、住宅１戸当たりにつき２００㎡
までの住宅用地です。
※一般住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用
地で、住宅床面積の１０倍までの土地のことです。

表２　住宅用地等特例率
都市計画税固定資産税区分
３分の１６分の１小規模住宅用地
３分の２３分の１一般住宅用地
３分の２３分の１特定市街化区域農地

≪住宅用地の課税標準額計算例≫
評価額　１,２００万円の小規模住宅用地の場合
本則課税標準額…２００万円（評価額×１／６

〈住宅用地等特例率〉）
前年度課税標準額…１８０万円
負担水準…１８０万円／２００万円×１００＝９０％
２５年度まで…前年度課税標準額据え置き
　　　　　　　→　１８０万円
２６年度から…１８０万円＋２００万円×５％
　　　　　　　→　１９０万円
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